
東久留米市地区センター指定管理者選定委員会審査資料（審査集計表）

〇第１次審査は、書類審査により事業計画審査及び団体審査を行った。選定の基準及び配点は下記の通り。
　各審査項目の配点の１／２を基準点とし、委員平均点が基準点を下回る場合は、１次審査通過条件を満たさないこととした。
　なお、委員平均点が基準点を全て上回ったため１次審査通過者とした。
　
〇第２次審査（プレゼンテーション審査）は、配点の１／２を基準点とし、委員平均点が基準点を下回る場合は、
　２次審査通過条件を満たさないこととした。
　なお、委員平均点が基準点を上回ったため、優先交渉権者とした。

１　委員別採点結果表 （単位：点）
配点 Ａ社

第１次審査 200 120

第２次審査 50 40

委員合計 250 160

第１次審査 200 128

第２次審査 50 35

委員合計 250 163

第１次審査 200 142

第２次審査 50 38

委員合計 250 180

第１次審査 200 122

第２次審査 50 40

委員合計 250 162

第１次審査 200 124

第２次審査 50 42

委員合計 250 166

第１次審査 200 200

第２次審査 50 38

委員合計 250 238

1500 1069

２　採点結果集計表 （単位：点）
配点 基準点 Ａ社・委員平均点

1 30 15 22

2 40 20 28

3 20 10 14

4 40 20 26.3

5 30 15 20.3

40 20 28.7

200 100 139.3

1 20 10 15.8

2 20 10 15.3

3 10 5 7.7

50 25 38.8

250 125 178.1

　詳しくは、福祉保健部福祉総務課高齢者福祉係　電話０４２－４７０－７７４９へ。

選定の評価基準

市民の平等・公平な使用の確保
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市民サービスの向上

経費の節減など効率的な運営

市民への安定的な施設サービスの継続的
提供
当該施設の設置目的を達成するために必要と
する事項

団体審査
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動機、説明力、表現力

理念、意欲、管理力


